
平成２２年度事業計画 
 

【事業計画指針】 
 滋賀県司法書士会には、約２，８００万円を有する財務調整会計という特別会計が

ある。先輩・同僚が積み立て残してくれたものである。このお金を有効活用しようで

はありませんか、と何度も会員の皆様に訴えた。そのときに、２０年先、３０年先の

司法書士又は制度のために今打っておく、しておくべきことに使ってはどうかと。２

０年先、３０年先を考えることは必要であろう。２０年先の日本社会を想像したとき、

今の状態の続きであると思うと余り明るいとは思えない。同じように、司法書士の世

界も陽光がいっぱい輝いているとは思えない。この状態を打破する力が必要であろう。 
 今、全会員が司法書士のことを考えるために、一つの材料として２，８００万円の

有効活用を図る方策を話し合ってみる値打ちがあると提案したい。 
本気で話し合うことで、成果が生まれる。司法書士を取り巻く環境は社会と共に変

化するが、今日の社会は大きく変わっている。何が変わっているのか、大きくは情報

が自由に行き来する高度な発達した情報通信社会になったこと、それによって、グロ

ーバルに世界が広がったことである。資本主義社会が世界に普及し、市場競争原理に

より地球が動いている。情報と金と人が世界中を行き交う。日本も、そのような中大

きく方向を変える様相が伺えるが、その方向が定まらず遅い。日本の一流と言われた

経済が、ちょっと行き止まっている。政治のリーダーシップが必要であるが、そのリ

ーダーがいない。混迷する日本、停滞する日本、閉塞感いっぱいの日本、将来不安い

っぱいの日本、その中に位置する司法書士界も一面、同様な状況の中にあるため、不

祥事がいっぱい発生している。複雑な社会がそれに輪をかける。 
 司法書士制度は、社会制度上必要な制度である。我々は、粛々と制度上の義務を、

そして使命を課さなければならない。その体制を維持しなければならない。司法書士

は社会の公器である。日本社会の公示制度である登記制度を守り、維持している誇り

がある。少額紛争で困っている国民を助け、救っている現実がある。しかし、司法書

士業務につき、将来への安心が少し薄らいで来た。それは、不祥事の多発に見て取れ

る。富を分配出来ている間は互いに尊重し合えるが、リスクを評価し、リスクを分配

しなければならなくなると、人は利益を守りたくなる。利益を正当な方法で得るのが

当然であるが、少し拡大解釈すると、規制のきかない領域に入ってしまう。 
 今司法書士会に必要なものは何か。それは我々の制度をより良くしようとする全会

員の熱意を結集することであろう。司法制度改革審議会意見書の言葉を借りるとすれ

ば、会員の一人一人が統治客体意識から脱却し、自律的で社会的責任を負った統治主

体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画し、司法書士界に豊か

な創造性とエネルギーを取り戻そうとする志であろう。裁判員制度、検察審査会制度

の改正による起訴相当なる意見の尊重等、社会の統治主体である国民の声を反映出来

る制度が表に出て来た。国民主権が実現される流れに変わりつつある。 
 司法書士界においても、もちろん会員が主体的に主権者として、参画しなければな

らない。司法書士に活力があり、司法書士会が組織として活力があり生き生きとした



力が充満している、そのようにあるべきだと考える。そのためには、まず動機付け、

そして実行に移す仕組み作りが必要である。それらを形作るために次の方針を掲げる。 
【メインテーマ】  人を生かす、自分を生かす 

 【サブテーマ】   弱者救済元年 
 司法書士の立場は、依頼者との関係と組織内の会員としての立場がある。組織内の

会員として、組織内でもっと他の会員との関わりを深め、人の知恵、行動を生かして

いこう。そのことは、自分を自発的前向きに生かすことであろうと。今日の社会、自

動化した例えばＥＴＣ型という素通り型の人間が多くなった。組織が、そのような人

ばかりではよくならないし、その人も一人の世界にはまり込んで劣化しかねない。皆

が刺激し合え個人も上昇し、そして会にも生き生きと活力を生じさせたい。そのため

の一つの方策として支部長会で充分に議論し、まずは支部長会を活性化し、そして、

支部会員に働きかけをしてもらい、支部を活性化していきたいと考えている。支部長

会に何を考えてもらうのかが大事であるが、これからの司法書士はどうあるべきなの

か、司法書士の共存共栄は必要か、司法書士のマネー（富）の分配、司法書士のリス

クの取り方避け方、司法書士の業務の拡大等々話し合ってもらいたい。 
 司法書士会が抱える解決すべきことは、不祥事を根絶することである。犯罪はもと

より、綱紀案件を発生させないことである。そのうえで、司法書士法改正大網を早く

完成すること。消費者問題に適切に対応すること、緊急を要することとして改正貸金

業法施行にあたって困惑する債務者及び資金需要者に適切に対応することではなかろ

うか。本人確認、意思確認はいかにあるべきかを全員で考えることも必要である。将

来的には、不動産登記法の改正、不動産取引における登記原因証明情報のあり方を含

め司法書士の取り組みを深めるべき事が考えられる。 
 司法書士は、複雑化した社会に対応しつつ、社会の要請に答える必要がある。司法

書士は、自死問題、生活保護、雇用、失業、労働問題、虐待問題等々、弱者保護救済

に手を差し伸べ活動してきた。まさに、人権の分野に踏み出している。これは、法律

家としての使命である。我会も前向きに、きちっと対処していかなければならない。

本年から、そのための基盤を築いていく、今年は出発の年にしたい。 
 会は会員を守っていかなければならない。会は会員が自由で公正な競争社会で、市

民のため職務を果たせるよういつも基盤を整備しておかなければならない。競争を通

じて、司法書士の質を高め、仕事の質をたかめ、国民の期待に答えていかなければな

らない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
【総務部事業計画】 
 １．会員執務問題への対応 

２．規則・規程の改正検討 
３．事務局の業務指導 
４．会員、補助者及び家族等健康診断の実施 
５．業務賠償責任保険の加入啓発 
６．関連団体への支援 

 
【企画部事業計画】 
１．オンライン申請及び企業法務等への対応 
 （１）不動産・商業登記オンライン申請の推進 
 （２）企業法務の推進 
２．隣接職能集団との協調 
 （１）滋賀自由業団体連絡協議会への参加 
 （２）滋賀六士会への参加 
３．地域における法的サービス活動 
 （１）高校等おける消費者教育（法教育）活動の推進 
 （２）県下自治体、各種団体、企業等への講師派遣 
 （３）成年後見制度普及への取組み 
 （４）しが生涯学習アカデミーへの情報提供の推進 
 
【広報部事業計画】 
１.対内広報活動 

  （１）会報について 
  ①ＷＥＢ会報の更新 
  ②会報おうみ（冊子） 
   ＷＥＢ会報の集大成として位置づけを検討しながら年１回発行する。   
２.滋賀県司法書士会の制度と活動のＰＲ 

   （１）ＨＰの運営・管理  
    ・デザインの変更 コンテンツの一部変更等予定 

     トップページの写真の変更（年２～３回予定） 

    ・ドメインの管理 

   （２）ポスターの作成等 
   ①滋賀会独自で作るもの（相談事業部と合同）   
         総合相談センター主催の相談会に関するもの（大津・彦根）      
      ②日司連全国一斉相談事業に伴うちらし 

 敬老の日 成年後見相談会        ９月 
       全国一斉司法書士法律相談（法の日）  １０月 

  勤労感謝の日 賃金不払い１１０番    １１月 



       相続登記はお済みですか月間（２月）     ２月  
    （３）制度広報費用    

    ①相談会等、滋賀会の事業のＰＲ 

          総合相談センター・司法書士の制度広報・名刺広告等、 
      マスコミによるＰＲを検討。 
    ②大津駅前表示灯 
    ③土地フォーラムの共催の検討 
     昨年１０月２４日土地月間県民フォーラムへの協力実績をもとに 
     今年度検討する。  
  （４）司法書士制度広報パンフレット作成 
    関係機関に配布するパンフの作成を予定。 
    Ａ３一枚もの、両面カラー、５０００枚を予定。 
    司法書士の業務紹介 ＡＤＲセンターの紹介などの内容 
  （５）司調会館看板設置の検討      

３.法務局ネームプレートの運営・管理  

      新規会員のプレート作成・掲載事項の変更・・外部委託（アドフル） 

      プレートの取り付け・取り外し等の管理・・広報部理事と外部委託 

 
【研修部事業計画】 
１．会員資質向上のための事業 
 （１）会員等研修会の開催 
   ①会員等研修会 
   ②新入会員研修会 
 （２）年次制研修会の開催 
 （３）司法書士新人研修の実施 
   ①司法書士試験合格者対象ガイダンス及び研修 
   ②配属研修 
 （４）日司連・近司連・ブロック内司法書士会開催研修会の参加推進 
   ①日司連中央研修会、業務研修会、消費者問題対応実務セミナー、地域開催一

般業務研修会 
   ②近司連主催（共催）各種研修会 
   ③日司連及び近畿ブロック新人研修会（新人） 
   ④ブロック内司法書士会主催（共催）各種研修会 
 （５）支部が開催する研修会の支援 
 （６）近司連主催、共催の研修会資料の収拾と司ネットおうみでの掲載 
 （７）単位未取得者への情報提供 
 （８）業務関係法規の調査及び研究 
 （９）研修資料の公開 
 
 



 
【相談事業部事業計画】 

１．相談会運営・開催 

  （１）総合相談センター   

    土曜日相談会 大津会場 月２回（第２・第４土曜日） 

           彦根会場 月１回（第３土曜日） 

    平日相談会  大津会場 毎週水曜日 

          彦根会場 毎週木曜日 

 （２）イオンモール草津無料法律相談会開催               

    毎月第１土曜日  年６回（偶数月開催） 

 （３）弁護士会・滋賀県との共催による多重債務相談会  毎月第１土曜日 

 （４）１１０番電話相談会等の臨時相談会開催 

 （５）相談員対象スキルアップ研修会開催 

２．相談員派遣                           

（１）登記相談（無料委託） 

   大津市役所    月１回 

   彦根市役所    月１回 

   東近江市役所 ２か月１回 

（２）多重債務相談（有料委託） 

    大津市役所    月１回 

（３）法律相談（有料委託） 

   近江八幡市役所  月１回 

    野洲市役所    月１回 

    滋賀県労働者福祉協議会  月１回 

 （４）母子法律相談連携（有料委託） 大津市役所     

３．消費者問題対策委員会                      

 （１）消費者問題に関する研修会・事業の企画（消費者行政との連携含む） 

 （２）経済的困窮者に対する法的サービスの提供 

 （３）１１０番電話相談会等緊急相談会の企画 

 （４）改正貸金業法完全施行に伴う資金需要者・ヤミ金への対応 

 （５）裁判ホットライン開設の検討 

４．調停センター「 和
なごみ

」  別紙事業計画のとおり 

５．地域連携事業                         

 （１）調停センター企画による巡回研修・セミナー 

 （２）自死対策 

６．司法過疎対策 

７．日本司法支援センター 

 （１）法律扶助利用促進 

 （２）連携強化 



 

【調停センター「和
なごみ

」事業計画】 

【基本方針】 
 滋賀県司法書士会調停センターは、ＡＤＲ体験市民フォーラムの開催、講師派遣、

大津市役所での対話調停相談会の設置などにより、ＡＤＲ制度や当センターの周知活

動を行っているが、まだまだ市民に浸透しておらず、当センターの調停手続の利用件

数は伸び悩んでいる。本年度は、本会の他の事業部門や司法書士会の関連団体と協同

して、調停センターを含めた司法書士の取り組みについて、広報活動をしていきたい。 
 また、市民にとって、更に利用し易い調停センターにするために、当センターの規

則・規程を改正し、手続の簡素化、迅速化を実現したい。 
 そして、当センターは実際に調停を実施していくことにより、現在の裁判外紛争解

決手続の利用の促進に関する法律の内容を検証し、施行日（平成１９年４月１日）か

ら５年以内になされる見直しに向けて準備をしていく。 
【重点項目】 
（１）ＡＤＲ制度及び当センターの周知活動 
（２）手続実施者及び事務担当者の勧誘・育成 
（３）当センターの規則・規程の見直し 
【具体的活動】 
（１）調停の実施 
（２）手続実施者・事務担当者の養成 
（３）広報活動 
（４）規則・規程の見直し 
（５）運営委員会の開催 
 

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%d9%94%bb%8a%4f&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H16HO151&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8d%d9%94%bb%8a%4f&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H16HO151&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1

